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                                      平成２８年９月１４日 

  ＫＥＭＰＯＳご担当 殿                                                                  

                                            株式会社 ネットワークス 

                                                           〒561-0893 豊中市宝山町 23-31 

                                        TEL06(6844)1069 FAX06(6844)2754 

                                                           〒102-0083 千代田区麹町 4-1-4 

                                        TEL03(3556)2921 FAX03(3556)2923 

                 

平成２８年９月バージョンアップのご案内 

 

 拝啓 貴所益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、ＫＥＭＰＯＳに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますので、ご案内申し上げます。 

 

                                               敬具 

 

（１）バージョンアップ内容（今回のリリースは Ver506flとなります） 

 

今回のバージョンアップは SQL版に追加したファミリーの作成範囲の拡張の機能を反映させて機能アップを 

行ったものです。ACCESS版では新たに「関連再編成」のボタンを設けることで対応しました。 

 

１．ファミリーの作成範囲の拡張  ----------------------------------------------------     2 

 

２．出願台帳画面の全項目を表示するための新たなレポートの追加  ----------------------     7 

 

３．アクセスコードの追加  ----------------------------------------------------------     9 

 

となります。 
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１．ファミリーの作成範囲の拡張 

 

①ファミリーの作成範囲の拡張の概要 

 

 ・ファミリー（関連出願）は、主にＩＤＳの対象の管理において重要性があります。 

 

 ・ＫＥＭＰＯＳでは、親子関係については作成時に相互連結を自動で作成していました。 

  例として優先権主張出願や分割出願等です。又、ＰＣＴやＥＰＣ等の移行国ファイルの作成においても、 

お互いをファミリーとして登録するようになっています。 

  その場合のファミリー化の範囲は、直接の関連出願に含まれているものまでで、関連の関連までは対象 

  とはしていませんでした。 

 

 ・今回、ファミリーの作成範囲を拡大して、直接の関連だけでなく関連先をたどってゆくことで 

関連の関連までも含めてファミリー化する機能を追加しました。以下で説明します。 

 

 ・バージョンアップ前の動作 

  グループＡ                        グループＢ 

出願 関連１ 関連２  出願 関連１ 関連２ 

Ａ Ａ１ Ａ２  Ｂ Ｂ１ Ｂ２ 

Ａ１ Ａ Ａ２  Ｂ１ Ｂ Ｂ２ 

Ａ２ Ａ Ａ１  Ｂ２ Ｂ Ｂ１ 

  ここで、Ａの関連にＢを追加します。 

  グループＡ                        グループＢ 

出願 関連１ 関連２ 関連３  出願 関連１ 関連２ 関連３ 

Ａ Ａ１ Ａ２ Ｂ  Ｂ Ｂ１ Ｂ２ Ａ 

Ａ１ Ａ Ａ２   Ｂ１ Ｂ Ｂ２  

Ａ２ Ａ Ａ１   Ｂ２ Ｂ Ｂ１  

   ＢにもＡは追加されますが、Ａと同じグループのＡ１，Ａ２にはＢは追加されません。 

   同様にＢと同じグループのＢ１，Ｂ２にはＡは追加されません。 

 

 ・バージョンアップ後の動作 

  ここで、前と同様にＡの関連にＢを追加した後、新たに設けた「関連再編成」ボタンを押した場合の 

動作について説明します。 

  グループＡ                       

出願 関連１ 関連２ 関連３ 関連４ 関連５ 関連６ 関連７ 

Ａ Ａ１ Ａ２ Ｂ Ｂ１ Ｂ２   

Ａ１ Ａ Ａ２ Ｂ Ｂ１ Ｂ２   

Ａ２ Ａ Ａ１ Ｂ Ｂ１ Ｂ２   

  グループＢ 

出願 関連１ 関連２ 関連３ 関連４ 関連５ 関連６ 関連７ 

Ｂ Ｂ１ Ｂ２ Ａ Ａ１ Ａ２   

Ｂ１ Ｂ Ｂ２ Ａ Ａ１ Ａ２   

Ｂ２ Ｂ Ｂ１ Ａ Ａ１ Ａ２   

 

 ・ＡとＢを関連付けることでＡグループ全体とＢグループ全体が１つのグループになります。 

  全体がファミリー化されます。 
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②出願台帳のファミリー化の操作について 

 

②－１．親子とも関連出願のない台帳への関連出願の入力 

 ・ここでは、国内優先権主張出願の入力での親子関係の作成を例として説明します。 

 ・この場合、相互に関連出願として連結されます。 

 

・最初の国内特許出願です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・160723を先の出願として国内優先権主張出願 160723-1を作成します。 
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 ・親出願(160723)の関連出願にも関連先(160723-1)が関連区分「国内優先」で追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「160723-1」を親として分割出願し「160723-D1」を作成します。 
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②－２．優先先の出願を親とする分割出願の入力 

 

 ・分割元の出願「160723-1」です。 

  関連出願には優先元の「160723」と分割先の「160723-D1」が入力されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分割先の「160723-D1」です。 

 関連出願には分割元の「160723-1」は入力されていますが、その親である「160723」は入力されていません。 
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②－３．「関連再編成」機能の追加 

 

 ・新たに追加した「関連再編成」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・新たな関連先「160723」がファミリーとして追加されています。 
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２．出願台帳画面の全項目を表示するための新たなレポートの追加 
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 9 

 

３．アクセスコードの追加 

①デジタルアクセスサービスについて（以下「DAS」と略） 

 

①－１．DASの概要 

・複数の特許庁／機関の間での優先権書類の電子的交換 

パリ条約に基づいて優先権主張をした出願を複数の特許庁／機関に行う際の手続を簡素化するため、 

平成 21年 4月より、世界知的所有権機関（WIPO）のデジタルアクセスサービス(DAS) が開始されている。 

出願人等が DASに参加する特許庁／機関に出願する際に所定の手続を行うことにより、第一庁から第二庁 

へ DASを介して優先権書類が電子的に送付される。 

出願人等は、優先権書類を書面で第二庁に提出する必要がなくなる。 

 

①－２．DASを利用した優先権書類の電子的交換の仕組み 

・出願人等は、第一庁から発行されるアクセスコード等を、第二庁への出願の際に、第二庁へ提出すること 

で、DASを利用するための出願人の手続は完了する。その後、第一庁から第二庁へ DASを介して優先権 

書類が電子的に送付される。 

 

②日本国特許庁からのアクセスコードの入手方法 

出願人等は、以下の方法により、日本国特許庁からアクセスコードを入手することができる。 

 

②－１．受領書によるアクセスコードの入手（オンライン出願のみ） 

・平成 28年 3月 20日以降の出願が対象となる。平成 28年 3月 19日までは、「アクセスコード付与請求書」 

によりアクセスコードを入手する必要がある。 

 

・平成 28年 3月 20日より、オンラインによる特許出願又は実用新案登録出願であって、オンラインにより 

受領書（出願番号通知）を受信した場合には、当該受領書において当該出願に係るアクセスコードが併せて 

記載されるようになっている。これにより、アクセスコード付与請求手続をすることなく当該出願に係る 

アクセスコードの入手が可能となった。 

インターネット出願ソフトにてオンラインで受信した受領書のみが対象となる。ハガキで受け取った受領書 

にはアクセスコードは記載されない。 

 

②－２．「アクセスコード付与請求書」による入手 

 

・受領書によるアクセスコードの入手ができなかった場合で出願後にアクセスコードの付与を請求するときには

「世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書（以下「アクセスコード付与請求書」）」を日本国特許庁 

に提出する。アクセスコード付与請求書はオンライン又は書面で提出することが可能。また、当該手続にか 

かる手数料及び電子化手数料は無料。 

 

③日本国特許庁を第一庁として DASを利用する場合の手続について 

 

・出願人等は所定の手続を行うことにより、外国への特許出願等について優先権主張をする際に、DASを通 

じて日本国特許庁から優先権書類の電子データを取得するよう、外国特許庁／機関に対して請求することが 

できる。当該手続により、出願人等は外国特許庁／機関に対する優先権書類の書面での提出を省略すること 

ができる。 

・DASを利用するには、出願人等は日本国特許庁から「アクセスコード」を入手し、当該アクセスコードを 

第二庁となる外国特許庁／機関へ提示すると共に、DASを利用する旨の意思表示をする必要がある。 

 

 

 



 10 

 

④ＫＥＭＰＯＳへのアクセスコードの追加 

 

 ・出願台帳の書誌事項タブにアクセスコード欄を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤受領書からのアクセスコードの取り込み 

・「kmp受領書取込.mdb」というオプションプログラムを用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・フォルダを開いて受領書を HTML変換したものを取り込んで、「更新」ボタンで台帳へ書き込みます。 

 

 ・条件検索のキーワードに「ACCESSCODE」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥アクセスコード用の編集コード{SA}を追加しました。 


